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マルチ商法「楽して儲かる！」は大間違い
◇◇若い世代を中心に蔓延、減少しない苦情相談◇◇

商品を購入して販売組織に加入することで代理店となり、同じ商品を知人に紹介販売、組織加入を広げていくことでマージン

を得るしくみになっています。寄せられる苦情相談の契約者年齢では２０代が最も多く、３０代から６０代の各年代にも広がり

を見せています。購入商品では、健康食品が最も多く、次いでパソコンなどの通信機器、化粧品、浄水器などの台所用品となっ

ていますが、最近では学習教材ソフトのマルチ取引き相談が増えています。

マルチ商法とは…

友人から、儲かる話をしたいと誘われ、一式４０万円の小学生用学

習教材ソフトの売買契約と代理店契約を勧められました。自分には

小学生の子供はもういないから必要無いと断りましたが、この商品

購入が入会の条件で、周囲の親達に販売すれば、一人当たり３万円の

収入が得られると言われ承諾してしまいました。すぐに近所の小学生

を持つ親２，３人に勧めましたが高額だからと断られ、思ったとおり

の収入が得られるか不安になりました。親しい友人からの誘いで契約

したもので相談しにくく、どうしたらいいのでしょうか。

（５０代　女性）

相 談 事 例

事例に対するアドバイス
通常の訪問販売などで規定されているクーリング・オフの有効期間は、

契約書面を受け取ってから８日間ですが、マルチ商法の場合は原則として、

契約書面の受取日と商品受取日のいずれか遅い日から起算して２０日間と

されています。

相談者には、このクーリング・オフの規定に則って、勧誘者である友人

ではなく直接事業者本部に書面で解約の意思を伝え、無条件解約となりま

した。

【マルチ商法の主な問題点】
① 販売目的や組織加入を隠して誘い、簡単な高額収入をうたっていること。

② 入会条件の購入商品は、使用価値が希薄で高額なことが多いこと。

③ しくみ自体が複雑で、安易に人に勧めても、自分以外の被害者を増やすだけであること。

④ 友人からの勧誘で、契約トラブルがそのまま信頼関係を壊すことにもなること。

以上のような問題点から、親しい人からの勧誘でも、しくみが理解できない契約は絶対にしないよう注意しま
しょう。また契約してしまっても問題点があれば解約ができます。不審に感じたらすぐに最寄の消費生活窓口に
相談しましょう。



ＬＰガス料金の仕組みはどうなっているの？
ＬＰガス料金は、都市ガスや電気などの認可料金とは異なり、ガソリンや灯油などと同様に自由料金です。したがっ

て、ＬＰガス料金は販売店によって違います。料金が異なる理由としては、ＬＰガスの配送や検針等の合理化、保安対

策の差異などが考えられます。

ＬＰガスの料金制度については、県内のほとんどが二部料金制となっています。これは、ガスの使用量に関係なく発

生する「基本料金」と、ガスの使用量に応じてかかる「従量料金」で構成されています。「基本料金」は、容器やメータ

ーなどガスを供給するための設備や、保安や検針にかかる固定的な費用です。ガスの使用量がゼロでも基本料金は支払

う必要があります。「従量料金」は、使用量に応じて加算されますが、使用量が多くなると単価は下がります。

昨年秋以降、県内のＬＰガス価格について、ガソリ

ンや灯油と同様に値上げしている販売店が多いようで

す。㈳福井県エルピーガス協会の話では、サウジアラ

ビアなど産出国からの出荷価格が原油価格の高騰など

に影響されて急上昇したことが大きな要因だそうです。

また、ＬＰガス料金の改定については、販売

店に料金表の配布と値上げの説明が義務付け

られています。消費者も価格に関心を持ち、不明な

点は販売店に問い合わせましょう。

家庭用ガス機器等の安全マーク
ガス機器には構造や性能の安全基準が定められてお

り、その基準に合格した製品にマークが貼られています。

ＰＳ ＬＰＧマークはＬＰガス

の家庭用機器のうち法律で指定

されたもの（給湯器など特に安

全が必要とされるもの）に表示

されているマークです。特に注

意を要する製品に付けられるひ

し形のマークとそれ以外に付け

られる丸いマークがあります。
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ほたるいか

『ほたるいかの佃煮』

ほたるいか（生） １�ｇ

調味料

砂　糖 大さじ４

しょうゆ 大さじ３

塩 小さじ１

みりん 大さじ２

一味唐辛子 少　　々

県漁協女性部連合協議会

「越前・若狭 旬の肴 さかな 魚」より

〜 材　料 〜

❶ ほたるいかはサッとゆでてザルに取り、水の中

で押しつぶすようにして中わたと目玉を取り除

き、水切りする。

❷ 鍋に❶のいかと調味料を入れて強火にかけ、沸

騰したら中火にし、時々返しながら煮汁が3分の

1程度になったら弱火にする。

❸ ❷を焦がさないように混ぜながら、煮汁がほと

んどなくなるまで煮詰める。

※ボイルしたほたるいか(約800ｇ)を

使ってもよいです。

〜 作 り 方 〜

ガソリンスタンドの
セルフ式給油

県内でも一般的になってきたガソリンのセルフ式給油で

すが、給油の際の吹きこぼれの実態が報告（２００６年

７月石油連盟等関係団体による調査報告）されたり、重大

な事故の原因ともなる火気・静電気への注意が繰り返し呼

びかけられています。原油高騰を背景に、フルサービス給

油より安価なことからますます利用が増えてきているセル

フ式給油について、安全に給油するための注意事項をまと

めました。

１　吹きこぼれの防止
給油を自動的に止めるオートストッパーは、小流量の給油やノズルの破損などにより作動しないことがあるため、

次のことを必ず守りましょう。

２　火気・静電気は厳禁
自動車の燃料に使用されるガソリンは、気温がマイナス４０度でも引火する恐れがあるため、次のことを必ず

守りましょう。

３　誤給油の防止
ハイオク、レギュラー、軽油などの種類を確認して給油しましょう。誤って給油すると車が動かなくなります。

❶給油ノズルは、奥まで差し込む。

❷給油ノズルのレバーは、しっかり引く。

❸自動的に給油が止まったら、それ以上の継ぎ足し給油(小流量の給油)はしない。

❹給油後は、給油ノズルを確実に元の位置へ戻す。（落下等により破損することがあります。）

❶給油中はエンジンを止める。

❷たばこの火を消す。

❸自動車のドア、窓は閉める。（ガソリン等の蒸気が車内に入るのを防ぐため。）

❹給油口を開ける前に、給油機にある静電気除去シートに触れる。

❺給油口キャップをきちんと閉める。（ガソリン漏れを防止。また、給油キャップの置き忘れに注意。）



再生紙を利用しています。

08.3.14200

消費生活のご相談はĀ（個人情報苦情相談も受け付けています。）

福井県消費生活センター ☎ 0776-22-1102 FAX 0776-22-8190

〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1(AOSSA 7階)

福井県嶺南消費生活センター ☎ 0770-52-7830 FAX 0770-52-7831

〒917-0069 小浜市小浜白鬚112(つばき回廊業務棟３階）

(受付時間　９:００〜１７:００　土・日曜日も相談を受け付けています。)

福井県消費生活センターホームページ　����://��	�.���	.	����.�/�����/������/

※市消費者センター、町相談コーナーでも受け付けています。

物価に関するご意見・ご質問は…0776-20-0287(県民安全課へ）〠 910-8580 住所記入不要

アオッサ

県では、原油価格や食料品の原材料の高騰などにより、11月から調査対象品目を追加しました。
詳細については、福井県県民安全課のホームページをご覧ください。
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価格の動き 県調査結果 ※ガソリン、灯油については、(財)日本エネルギー経済研究所　石油情報センタ−調査

平成20年1月　速報値(平成17年基準)

総合指数　　１００.４

前月比　　　(−)０.１％

前年同月比　(＋)０.２％
　　　　　　　　　※福井県政策統計課調べ
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